
浦安都市計画地区計画の決定（浦安市決定）

都市計画東野三丁目コモンシティ浦安地区地区計画を次のとおり決定する

平成 29 年７月 28 日浦安市告示第 104 号

名 称 東野三丁目コモンシティ浦安地区地区計画

位 置 浦安市東野三丁目の一部

面 積 約 9.8ｈａ

地区計画の目標

本地区は、ＪＲ京葉線舞浜駅の北東約 900 メートルに

位置し、埋立て事業に伴う宅地開発事業により道路、公

園などが整備された戸建住宅地で、良好な住環境が形成

されている。

地区計画を導入することで、緑豊かな落ち着きとゆと

りある住環境を維持、保全することを地区の目標とす

る。

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
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全
に
関
す
る
方
針

土地利用の方針

本地区は戸建住宅を主体とした低層住宅地として今

後も土地利用を図るとともに、安全で安心な住環境の形

成と誘導を図る。

地区施設の整備

方針

地区内道路及び公園については、既に宅地開発事業に

より整備されており、今後も地区施設の機能の維持、保

全を図る。

建築物等の整備

方針

地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、建築物

の用途の制限、建築物の敷地の面積の最低限度を定める

ことにより、良好な住環境の形成とその維持、保全を図

る。
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建築物等の用

途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

１ 共同住宅

２ 寄宿舎

３ 住宅のうち３戸以上の長屋

建築物の敷地

面積の最低限

度

130 平方メートル

ただし、次に掲げる建築物については、この限りでな

い。

（１）基準日（地区計画施行日）に 130 平方メートル未

満の場合、基準日の敷地面積を最低限度とする。

（２）公益上必要な建築物はこの限りではない。

「地区計画区域及び地区整備計画区域は計画図表示のとおり。」

理由

良好な住環境の維持及び保全を図るため、地区計画を決定する。
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地区計画決定の理由

本地区は、ＪＲ京葉線舞浜駅より北東に位置し、埋立て事業に伴う宅地開発

事業により道路、公園などの都市施設が整備された良好な戸建住宅地で、豊か

な緑と相まってゆとりある街並みが形成されています。

宅地開発事業から 30 年以上が経過し、開発された当時の建物とは異なる建物

や敷地分割によるミニ開発、ワンルームアパートなどが新たに建築され始めた

ことをきっかけに、閑静な住環境と地区のコミュニティが脅かされるのではな

いかという地区住民の懸念から、自治会の組織として「まちづくり検討会」を

平成 26 年４月に発足させて、定期的な勉強会や広報活動、地区ルールについて

のアンケート実施や住民説明会の開催など、まちづくり活動に取り組んできま

した。

これらの活動を経て、平成 28 年 11 月 13 日に開催された自治会臨時総会にお

いてコモンシティ浦安地区計画骨子が承認され、地区計画制定要望書が市に提

出されました。

市では、都市マスタープランで当地区を「豊かな環境を次世代に引き継ぐ戸

建住宅地のまち育て」と位置付け、良好な街並み保全のための仕組みづくりや

多様な世代が住まう環境づくりを支援していく方針でいます。地区住民が良好

な住環境を引き続き維持し、保全することを希望していることから、市として

もまちづくりの目標を達成するために、地区計画の決定を行うものです。


